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福
祉
医
療
支
援
の
専
門
店
と
し
て 

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
支
援

　

福
祉
医
療
機
構
（
機
構
）
は
、
福

祉
の
増
進
と
医
療
の
普
及
向
上
を
目

的
と
し
て
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療

機
構
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人

で
あ
る
（
厚
生
労
働
省
所
管
）。
１

９
５
４
年
に
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉

事
業
振
興
会
と
60
年
に
設
立
さ
れ
た

医
療
金
融
公
庫
の
統
合
で
85
年
に
発

足
し
た
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団

が
、
03
年
に
独
立
行
政
法
人
に
移
行

し
現
在
に
至
る
。
そ
の
後
、
10
年
に

国
が
実
施
し
た
行
政
刷
新
会
議
の
事

業
仕
分
け
等
の
独
立
行
政
法
人
改
革

の
な
か
で
「
独
立
行
政
法
人
の
制
度

及
び
組
織
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」

が
閣
議
決
定
さ
れ
、
機
構
は
14
年
４

月
に
中
期
目
標
行
政
法
人
（
主
務
大

臣
が
示
す
中
期
目
標
達
成
の
た
め
自

主
性
を
発
揮
し
効
果
的
な
事
業
実
施

が
期
待
さ
れ
る
法
人
）
へ
の
移
行
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

機
構
は
小
回
り
の
き
く
福
祉
医
療

支
援
の
専
門
店
と
し
て
次
の
８
事
業

１
業
務
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
一
体
的

に
展
開
し
て
い
る
。

①
社
会
福
祉
施
設
や
医
療
施
設
の
設

置
等
の
た
め
に
必
要
な
資
金
を
融
通

す
る
貸
付
事
業

②
こ
れ
ら
施
設
か
ら
提
出
さ
れ
た
事

業
報
告
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
財
務
デ

ー
タ
等
を
活
用
し
た
経
営
診
断
・
指

導
事
業

③
福
祉
保
健
医
療
に
関
す
る
情
報
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
総
合
的

に
提
供
す
る
Ｗ
Ａ
Ｍ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
事
業

④
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
福
祉
活
動
に
対

し
て
助
成
を
行
う
社
会
福
祉
振
興
助

成
事
業

⑤
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
人
材
の

確
保
・
定
着
を
支
援
す
る
退
職
手
当

共
済
事
業

⑥
障
が
い
者
が
親
の
死
亡
後
も
安
定

し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
年
金
を
支

給
す
る
心
身
障
が
い
者
扶
養
保
険
事

業⑦
厚
生
年
金
等
の
受
給
者
に
医
療
費

等
の
一
時
的
に
必
要
な
小
口
資
金
の

貸
付
け
を
行
う
年
金
担
保
貸
付
事
業

お
よ
び
⑧
労
災
年
金
担
保
貸
付
事
業

⑨
年
金
住
宅
融
資
等
の
債
権
管
理
・

回
収
を
行
う
業
務

施
設
建
設
費
な
ど
で 

３
兆
円
の
福
祉
・
医
療
貸
付
残
高

　

前
述
の
な
か
で
も
機
構
の
中
核
を

な
す
福
祉
医
療
貸
付
事
業
は
、
財
政

融
資
資
金
か
ら
の
借
入
れ
と
財
投
機

関
債
に
よ
っ
て
貸
付
原
資
を
調
達
し

て
い
る
。
11
年
度
末
の
融
資
残
高
を

み
る
と
福
祉
貸
付
が
１
兆
５
１
７
４

億
円
、
医
療
貸
付
が
１
兆
６
８
４
９

億
円
の
計
３
兆
２
０
２
３
億
円
。
一

般
的
に
社
会
福
祉
施
設
の
立
ち
上
げ

に
は
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
補

助
が
あ
る
も
の
の
、
社
会
福
祉
法
人

等
に
は
あ
る
程
度
の
自
己
資
金
が
求

め
ら
れ
る
。
福
祉
貸
付
は
設
置
・
整

備
資
金
と
し
て
、
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
、
保
育
所
等
を
運
営
す
る
社
会

福
祉
法
人
等
に
自
己
資
金
の
一
部
を

融
資
し
て
い
る
。
ま
た
、
医
療
貸
付

で
は
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人

保
健
施
設
等
の
設
置
・
整
備
に
必
要

な
建
築
資
金
、
経
営
安
定
化
に
必
要

福
祉
医
療
機
構

貸
付
中
心
に
８
事
業
１
業
務
を
展
開

第
６
回

52金融財政事情2012．11．19



セミナー

大
和
総
研
金
融
調
査
部

主
任
研
究
員　

菅
野　
泰
夫

な
運
転
資
金
を
医
療
法
人
等
に
融
資

し
て
い
る
。
社
会
福
祉
法
人
は
非
営

利
で
概
し
て
事
業
規
模
も
小
さ
く
、

財
政
基
盤
が
脆
弱
と
い
う
課
題
を
抱

え
る
。
ま
た
、
医
療
法
人
も
医
療
法

に
よ
り
配
当
の
禁
止
や
広
告
の
制
限

等
の
制
約
が
あ
る
う
え
、
診
療
報
酬

や
介
護
報
酬
と
い
っ
た
公
定
価
格
で

収
益
が
決
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
設
備
に
係
る
多
額
の
初
期
投
資

が
必
要
で
民
間
か
ら
の
資
金
調
達
に

は
限
界
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

医
療
貸
付
の
具
体
的
事
例
と
し

て
、
60
床
規
模
の
脊
椎
疾
患
専
門
病

院
を
開
設
し
よ
う
と
、
機
構
に
相
談

が
あ
っ
た
勤
務
医
に
対
す
る
病
院
建

築
資
金
の
融
資
案
件
を
紹
介
し
た

い
。
ド
ク
タ
ー
に
は
独
立
す
る
に
あ

た
り
病
院
経
営
の
経
験
が
な
い
こ
と

か
ら
、
融
資
相
談
に
加
え
て
病
院
経

営
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
わ
せ

て
実
施
し
た
。具
体
的
に
は
、患
者
確

保
の
た
め
の
受
療
動
向
、
罹
患
率
、

周
辺
施
設
の
状
況
等
の
客
観
的
な
デ

ー
タ
に
基
づ
き
経
営
計
画
を
検
証
。

多
く
の
病
院
で
課
題
と
な
っ
て
い
る

看
護
師
の
確
保
で
は
、
他
法
人
の
事

例
を
参
考
に
給
与
水
準
の
適
正
性
、

採
用
予
定
人
数
、
採
用
ル
ー
ト
を
具

体
化
し
た
採
用
計
画
を
策
定
支
援
し

た
。
収
支
面
で
は
、
機
構
の
保
有
す

る
既
存
借
入
先
の
財
務
デ
ー
タ
と
比

較
す
る
こ
と
で
、
患
者
単
価
な
ど
著

し
く
現
実
と
乖
離
し
た
数
値
を
補
正

し
計
画
に
反
映
さ
せ
た
。
な
お
、
融

資
相
談
で
は
ド
ク
タ
ー
の
勤
務
時
間

を
外
す
な
ど
の
配
慮
も
欠
か
さ
な
か

っ
た
。
同
院
は
開
業
３
カ
月
で
病
床

稼
働
率
40
％
、
９
カ
月
後
に
は
80
％

を
達
成
で
き
る
見
通
し
と
い
う
。

　

ま
た
、
機
構
で
は
東
日
本
大
震
災

で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
施
設
に
対

す
る
災
害
復
旧
支
援
に
も
取
り
組
ん

で
い
る
。
た
と
え
ば
、
沿
岸
部
の
あ

る
社
会
福
祉
法
人
は
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
、
認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
等
の
施
設
が
流
出
す
る
な
ど
甚
大

な
被
害
を
受
け
た
。
機
構
は
た
だ
ち

に
現
地
に
赴
き
被
害
状
況
を
確
認
す

る
と
と
も
に
、
別
の
地
域
に
移
転
す

る
土
地
購
入
費
用
も
含
め
て
災
害
復

旧
資
金
と
し
て
融
資
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
伝
え
て
、
復
旧
計
画
の
策
定

を
支
援
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
地
方

公
共
団
体
や
地
元
関
係
団
体
と
の
情

報
交
換
を
通
じ
て
、
地
域
の
金
融
機

関
の
被
災
状
況
な
ど
も
把
握
し
た
う

え
で
、
機
動
的
な
融
資
を
行
っ
た
。

年
金
担
保
貸
付
は 

年
金
受
給
者
を
支
援

　

年
金
・
労
災
年
金
担
保
貸
付
も
機

構
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
だ
。
年
金

担
保
貸
付
は
財
政
融
資
資
金
の
借
入

れ
は
行
わ
ず
、
財
投
機
関
債
に
よ
り

貸
付
原
資
を
調
達
す
る
。
労
災
年
金

担
保
貸
付
の
貸
付
原
資
は
政
府
か
ら

の
出
資
金
で
あ
り
、
借
入
れ
等
は
行

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
貸
付
け

は
、
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
、

労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
各
制
度
の

年
金
受
給
者
に
対
し
、
一
時
的
な
出

費
（
医
療
・
介
護
・
住
居
・
冠
婚
葬

祭
等
）
な
ど
に
必
要
な
小
口
資
金
を

低
利
で
融
資
し
生
活
を
支
援
す
る
も

の
だ
。
厚
生
年
金
保
険
法
、
国
民
年

金
法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に

よ
り
、
年
金
受
給
権
を
担
保
に
供
す

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
機

構
の
年
金
担
保
貸
付
は
例
外
と
し
て

認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
民
間
と
の

競
合
は
な
い
。
高
齢
者
に
対
す
る
民

間
金
融
機
関
の
融
資
審
査
は
ハ
ー
ド

ル
が
高
い
と
い
わ
れ
て
お
り
、
年
金

担
保
貸
付
は
高
齢
者
が
一
時
的
に
必

要
な
資
金
を
融
通
す
る
こ
と
が
で
き

る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
公
益
性
の
高
い

事
業
と
い
え
る
。

　

今
年
７
月
末
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
日
本
再
生
戦
略
」
で
は
、
医
療
・

福
祉
分
野
が
新
た
な
成
長
を
目
指
す

重
点
的
分
野
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

機
構
は
政
策
金
融
と
し
て
国
の
施
策

と
連
携
し
、
介
護
基
盤
の
緊
急
整

備
、
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指
す
保

育
所
整
備
、
病
院
等
の
耐
震
化
整
備

な
ど
、
民
間
金
融
機
関
で
は
融
資
が

む
ず
か
し
い
社
会
福
祉
施
設
や
医
療

施
設
等
に
対
し
長
期
・
固
定
の
資
金

を
提
供
す
る
こ
と
が
今
後
も
大
い
に

期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
福

祉
医
療
に
関
す
る
多
様
な
事
業
を
一

体
的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
も
大
き

な
強
み
に
な
る
だ
ろ
う
。 

❖
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